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ページ 誤 正

367 肢３　１行目 第三者との関係でも無効となる。
善意の第三者との関係では無効とならな

い。

ページ 誤 正

502 肢４　１行目

賃貸借の存続期間については、民

法上は20年を超えることができな

いこととされているが、農地の賃

貸借については、50年までの存続

期間が認められる。

賃貸借の存続期間については、農地の賃

貸借については、50年までの存続期間が

認められる。

503 肢４　２行目

農地法では、民法の規定と異な

り、農地の賃貸借の存続期間は、

50年を超えることができず、契約

でこれより長い期間を定めたとき

であっても、その期間は、50年と

なります（農地法19条、民法604

条）。なお、民法では、賃貸借の

存続期間は20年を超えることはで

きません。

民法の規定により、農地の賃貸借の存続

期間は、50年を超えることができず、契

約でこれより長い期間を定めたときで

あっても、その期間は、50年となります

（民法604条）。なお、民法では、賃貸

借の存続期間は50年を超えることはでき

ません。

　法令上の制限・税その他　正誤
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　権利関係　正誤


